
(57)【要約】

【課題】　工事代金債権を信託により流動化して、工事

請負業者の資金調達を可能にする。

【解決手段】　工事請負業者が、工事請負契約（Ｓ１）

に基づく工事代金債権を当該工事の完成前に受託者に信

託し（Ｓ４）、投資家が優先受益権の価額を工事請負契

約の対象の工事のうち完了している工事出来高の査定結

果に対応させて決定し、工事請負業者が該価額分の優先

受益権を投資家に譲渡して（Ｓ１３）、投資家が該価額

と同額の対価を工事請負業者に支払う（Ｓ１４）。工事

の完成後に発注者から工事代金が支払われると（Ｓ１５

）、受託者は、工事代金のうちの少なくとも価額に対応

する金額の償還を投資家に行う（Ｓ１６）。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 工 事 請 負 業 者 と 受 託 者 と が 、 あ る 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 後 に 発 注 者 か ら 受 け 取 る
工 事 代 金 の 債 権 を 信 託 財 産 と す る 信 託 を 、 該 工 事 請 負 業 者 自 身 を 受 益 者 と し て 、 当 該 工 事
の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 前 に 設 定 し 、
　 投 資 家 が 、 前 記 債 権 の 信 託 に お い て 生 じ る 信 託 受 益 権 に お い て 前 記 工 事 請 負 業 者 に 対 す
る 償 還 よ り 優 先 し て 償 還 を 受 け る こ と が で き る 優 先 受 益 権 の 価 額 を 、 前 記 工 事 の う ち 完 了
し て い る 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 に 対 応 さ せ て 決 定 し て 、 該 価 額 を 前 記 工 事 請 負 業 者 ま た は
前 記 受 託 者 に 通 知 し 、
　 前 記 工 事 請 負 業 者 と 前 記 受 託 者 と が 、 前 記 信 託 受 益 権 に お い て 該 価 額 分 の 優 先 受 益 権 を
設 定 し 、
　 前 記 工 事 請 負 業 者 が 、 該 優 先 受 益 権 を 前 記 投 資 家 に 譲 渡 し 、
　 前 記 投 資 家 が 、 該 価 額 と 同 額 の 対 価 を 前 記 工 事 請 負 業 者 に 支 払 い 、
　 前 記 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 後 に 前 記 発 注 者 か ら 前 記 債 権 に 基 づ い て 工 事 代 金 が 支
払 わ れ る と 、 前 記 受 託 者 は 、 該 工 事 代 金 の う ち の 少 な く と も 前 記 価 額 に 対 応 す る 金 額 の 償
還 を 前 記 投 資 家 に 行 う 工 事 代 金 債 権 信 託 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 工 事 出 来 高 査 定 業 者 が 前 記 工 事 の 出 来 高 の 査 定 を 行 う 、 請 求 項 １ に 記 載 の 工 事 代 金 債 権
信 託 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 工 事 代 金 の 債 権 を 信 託 財 産 と す る 信 託 に お い て 生 じ る 信 託 受 益 権 に 設 定 さ れ る 優 先 受 益
権 の 価 額 を 決 定 す る 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 で あ っ て 、 こ こ で 、 前 記 工 事 代 金 は 、 工 事 の
全 部 ま た は 一 部 の 完 成 後 に 発 注 者 が 支 払 う も の で あ り 、 前 記 信 託 は 、 工 事 請 負 業 者 と 受 託
者 と が 該 工 事 請 負 業 者 を 受 益 者 と し て 設 定 さ れ る も の で あ り 、 前 記 優 先 受 益 権 は 、 前 記 信
託 受 益 権 に お い て 工 事 請 負 業 者 に 対 す る 償 還 よ り 優 先 し て 償 還 を 受 け る こ と が で き る 権 利
で あ り 、
　 工 事 代 金 の 金 額 と 完 了 し て い る 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合 と の 積 の 演 算 を 少 な
く と も 含 ん で 規 定 さ れ る 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 に よ り 工 事 代 金 に お け る 工 事 出 来 高 の 相 応
額 を 求 め る た め の 第 １ 関 数 情 報 を 記 憶 す る 第 １ 記 憶 部 と 、
　 該 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 含 ん で 規 定 さ れ る 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に よ り 前 記 優 先 受 益 権 の
価 額 を 求 め る た め の 第 ２ 関 数 情 報 を 記 憶 す る 第 ２ 記 憶 部 と 、
　 前 記 価 額 を 算 出 す る 工 事 に 関 し て の 工 事 代 金 の 金 額 の デ ー タ と 、 前 記 査 定 の 割 合 の デ ー
タ と の 入 力 を 受 付 け る 入 力 部 と 、
　 前 記 第 １ 記 憶 部 か ら 前 記 第 １ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 工 事 代 金 の 金 額 と 工 事 の 出 来 高 の 査
定 結 果 に お け る 割 合 と の 積 を 少 な く と も 含 む 前 記 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 に 従 う 演 算 処 理 手
順 を 設 定 し 、 工 事 代 金 の 金 額 と 工 事 の 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合 と を 前 記 入 力 部 か ら
受 信 し 、 前 記 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 算 出 す る 工
事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 と 、
　 前 記 第 ２ 記 憶 部 か ら 前 記 第 ２ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 少 な く と も 該 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を
含 む 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 処 理 手 段 を 設 定 し 、 前 記 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 工
事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 か ら 受 信 し 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 優 先 受 益
権 の 価 額 を 算 出 す る 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 と
　 を 備 え る 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 ２ 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 第 ２ 関 数 情 報 は 、 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 が 発 注 者 に よ っ て
判 定 さ れ る 工 事 出 来 高 よ り 過 大 と な る リ ス ク を 低 下 さ せ る た め に 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関
数 に お い て 、 ０ 以 上 １ 以 下 の 数 値 で あ る リ ス ク 調 整 掛 目 に よ る 比 率 で 割 引 計 算 を す る た め
の 情 報 を さ ら に 含 み 、
　 前 記 入 力 部 は 、 リ ス ク 調 整 掛 目 の デ ー タ を さ ら に 受 付 け 、
　 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 は 、 該 リ ス ク 調 整 掛 目 を 前 記 入 力 部 か ら さ ら に 受 信 し 、 前 記
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優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 該 リ ス ク 調 整 掛 目 に よ る 割 引 計 算 を 行 っ て 優 先 受
益 権 の 価 額 を 算 出 す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 ２ 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 前 記 第 ２ 関 数 情 報 は 、 発 注 者 が 工 事 請 負 業 者 に 工 事 完 成 前
に 支 払 う 前 払 金 の 控 除 計 算 を す る た め の 情 報 を さ ら に 含 み 、
　 前 記 入 力 部 は 、 前 払 金 の デ ー タ を さ ら に 受 付 け 、
　 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 は 、 前 記 前 払 金 を 前 記 入 力 部 か ら さ ら に 受 信 し 、 前 記 優 先 受
益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 前 記 前 払 金 を 控 除 し た 優 先 受 益 権 の 価 額 を 前 記 関 数 情 報
に 従 っ て 算 出 す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 前 記 第 ２ 関 数 情 報 は 、 工 事 請 負 契 約 解 除 事 由 が 生 じ た 場 合
に 工 事 請 負 業 者 が 発 注 者 に 支 払 う 違 約 金 の 控 除 計 算 を す る た め の 情 報 を さ ら に 含 み 、
　 前 記 入 力 部 は 、 違 約 金 の デ ー タ を さ ら に 受 付 け 、
　 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 は 、 該 違 約 金 を 前 記 入 力 部 か ら さ ら に 受 信 し 、 前 記 優 先 受 益
権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 前 記 違 約 金 を 控 除 し た 優 先 受 益 権 の 価 額 を 前 記 関 数 情 報 に
従 っ て 算 出 す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 優 先 受 益 権 価 額 の 上 限 お よ び ／ ま た は 下 限 を 指 定 す る 優 先 受 益 権 価 額 の 上 限 デ ー タ お よ
び ／ ま た は 下 限 デ ー タ を 格 納 す る 第 ３ 記 憶 部 と 、
　 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 か ら 優 先 受 益 権 価 額 の デ ー タ を 受 信 し 、 該 第 ３ 記 憶 部 か ら 上
限 デ ー タ お よ び ／ ま た は 下 限 デ ー タ を 受 信 し 、 該 優 先 受 益 権 価 額 と 該 上 限 お よ び ／ ま た は
該 下 限 と 比 較 し て 、 比 較 結 果 を 出 力 す る 比 較 判 定 部 と 、
　 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 に よ り 算 出 さ れ た 優 先 受 益 権 の 価 額 を 表 示 で き る 価 額 表 示 部
と
　 を さ ら に 備 え 、
　 該 価 額 表 示 部 は 、 比 較 判 定 部 か ら の 前 記 比 較 結 果 を 受 信 し 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 が 前 記
上 限 以 下 で 前 記 下 限 以 上 の 範 囲 に 含 ま れ る こ と を 該 比 較 結 果 が 示 す 場 合 に は 前 記 優 先 受 益
権 の 価 額 を 表 示 し 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 が 前 記 上 限 よ り 大 き い か ま た は 前 記 下 限 よ り 小 さ
い こ と を 該 比 較 結 果 が 示 す 場 合 に は 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 が 前 記 上 限 よ り 大 き い こ と ま た
は 前 記 下 限 よ り 小 さ い こ と を 示 す 表 示 を 少 な く と も 行 う も の で あ る 、 請 求 項 ３ ～ ６ の い ず
れ か に 記 載 の 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ 記 憶 部 ま た は 前 記 第 ２ 記 憶 部 の 少 な く と も 少 な く と も い ず れ か が 、 複 数 の 契 約
タ イ プ を 識 別 す る た め の 契 約 タ イ プ Ｉ Ｄ に 対 応 付 け て 複 数 の 関 数 情 報 を 格 納 し て 前 記 第 １
関 数 情 報 ま た は 前 記 第 ２ 関 数 情 報 と し て お り 、
　 該 複 数 の 契 約 タ イ プ は 、 契 約 解 除 時 に 発 注 者 か ら 支 払 わ れ る 工 事 代 金 債 権 の 支 払 い 額 の
算 出 規 定 が 異 な る も の で あ り 、
　 前 記 入 力 部 は 、 信 託 が 設 定 さ れ る 工 事 請 負 契 約 が 属 す る 契 約 タ イ プ に つ い て の 選 択 入 力
を さ ら に 受 付 け 、
　 前 記 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 ま た は 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 の い ず れ か は 、 前 記 入 力
部 か ら 該 選 択 入 力 を 受 信 し て 、 前 記 複 数 の 関 数 情 報 の う ち 該 選 択 入 力 に よ り 選 択 さ れ た 契
約 タ イ プ Ｉ Ｄ に 対 応 す る 関 数 情 報 を 読 み 出 し て 算 出 を 行 う 、 請 求 項 ３ ～ ７ の い ず れ か に 記
載 の 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ を 、 請 求 項 ３ ～ ８ に 記 載 の い ず れ か の 優 先 権 価 額 算 出 装 置 と し て 動 作 さ せ
る コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 信 託 方 法 、 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 お よ び そ の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム に 関
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し 、 特 に 、 工 事 代 金 債 権 の 信 託 に よ り 資 金 供 給 お よ び 資 金 調 達 を 実 現 す る 信 託 方 法 、 そ の
信 託 に お い て 設 定 さ れ る 優 先 受 益 権 の 価 額 算 出 装 置 お よ び そ の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム に
関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 各 種 の 工 事 に つ い て 、 発 注 者 と 工 事 請 負 業 者 と の 間 で 工 事 請 負 契 約 が 交 わ さ
れ て 行 わ れ て い る 。 こ の よ う な 工 事 請 負 契 約 に お い て は 、 通 常 は 、 工 事 の 完 成 後 に 、 あ る
い は 一 定 部 分 の 完 成 後 に そ の 工 事 代 金 が 発 注 者 か ら 工 事 請 負 業 者 に 支 払 わ れ る た め 、 工 事
完 成 前 に お い て も 、 工 事 請 負 業 者 は 、 発 注 者 に 対 し て 工 事 代 金 債 権 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の よ う な 工 事 請 負 業 者 は 、 工 事 を 行 う 場 合 に 資 金 を 必 要 と す る 場 合 が あ る 。 こ の 資 金
は 、 例 え ば 、 そ の 工 事 請 負 業 者 に お け る 運 転 資 金 や 下 請 業 者 に 対 す る 支 払 い な ど に 充 て ら
れ る 。 工 事 代 金 債 権 を 有 し て い る 工 事 請 負 業 者 が 自 ら 資 金 調 達 を す る に は 、 工 事 請 負 業 者
の 信 用 力 に 基 づ い て 、 必 要 に 応 じ て 担 保 の 提 供 を 伴 う な ど し て 、 金 融 機 関 （ 銀 行 ） か ら 融
資 を 受 け る 資 金 調 達 が 行 わ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 こ の 資 金 調 達 の 流 れ を 、 発 注 者 が 官 公 庁 な ど で あ る 場 合 を 例 に 図 ５ に 示 す 。 こ の 資 金 調
達 に お い て は 、 ま ず 、 官 公 庁 か ら 工 事 請 負 業 者 が 工 事 を 受 注 す る 。 こ の 際 、 官 公 庁 と 工 事
請 負 業 者 が 工 事 請 負 契 約 を 締 結 す る （ Ｓ １ ０ １ ） 。 そ の 工 事 請 負 契 約 に お い て は 、 工 事 完
成 後 に 工 事 内 容 が 検 収 に 合 格 し て 初 め て 工 事 代 金 を 受 け 取 る こ と が 契 約 さ れ て い る 。 工 事
が 実 際 に 始 ま っ て 、 例 え ば 下 請 け へ の 支 払 い 需 要 が 発 生 す と 、 工 事 請 負 業 者 は 、 銀 行 に 借
り 入 れ 申 し 込 み を 行 う （ Ｓ １ ０ ２ ） 。 銀 行 は 、 融 資 先 の 工 事 請 負 業 者 に 決 算 書 等 の 提 出 を
求 め て 、 工 事 請 負 業 者 の 信 用 力 を 審 査 し て 、 必 要 に 応 じ て 担 保 の 提 供 を 要 求 し て 融 資 が 実
施 さ れ る （ Ｓ １ ０ ３ ） 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 株 式 投 資 信 託 に お い て 受 益 権 を 交 換 す る 装 置 が 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ３ ６ ６ ２ ５ ６ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 係 る 従 来 の 融 資 方 法 に お い て は 、 銀 行 は 、 工 事 請 負 業 者 の 信 用 力 に 基 づ い て 融 資 の 可 否
や 金 利 を 決 め て お り 、 工 事 請 負 業 者 に 十 分 な 信 用 力 が 無 い 場 合 に は 銀 行 か ら 融 資 を 受 け る
こ と が 出 来 な い 。 銀 行 か ら 見 れ ば 、 工 事 請 負 業 者 が 官 公 庁 な ど の 優 良 な 発 注 者 か ら の 工 事
請 負 契 約 を 締 結 し て い て も 、 そ の 工 事 請 負 契 約 を 信 用 力 に 反 映 さ せ る た め に は 、 過 去 の 実
績 な ど の 間 接 的 な デ ー タ や 経 験 に 基 づ い て そ の 工 事 請 負 契 約 を 工 事 請 負 業 者 の 信 用 力 に 換
算 せ ざ る を 得 ず 、 円 滑 な 資 金 供 給 を 行 う 障 害 と な っ て い る 。 ま た 、 上 記 受 益 権 交 換 装 置 は
、 投 資 信 託 に お け る 信 託 受 益 権 を 対 象 と し て お り 、 工 事 代 金 債 権 の 信 託 受 益 権 を 扱 っ て は
い な い 。 本 発 明 は 係 る 問 題 の 少 な く と も い ず れ か を 解 決 す る こ と を 課 題 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 信 託 を 利 用 し て 上 記 課 題 を 解 決 す る 。 す な わ ち 本 発 明 に お い て は 、
　 工 事 請 負 業 者 と 受 託 者 と が 、 あ る 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 後 に 発 注 者 か ら 受 け 取 る
工 事 代 金 の 債 権 を 信 託 財 産 と す る 信 託 を 、 該 工 事 請 負 業 者 自 身 を 受 益 者 と し て 、 当 該 工 事
の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 前 に 設 定 し 、 投 資 家 が 、 前 記 債 権 の 信 託 に お い て 生 じ る 信 託 受 益
権 に お い て 前 記 工 事 請 負 業 者 に 対 す る 償 還 よ り 優 先 し て 償 還 を 受 け る こ と が で き る 優 先 受
益 権 の 価 額 を 、 前 記 工 事 の う ち 完 了 し て い る 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 に 対 応 さ せ て 決 定 し て
、 該 価 額 を 前 記 工 事 請 負 業 者 ま た は 前 記 受 託 者 に 通 知 し 、 前 記 工 事 請 負 業 者 と 前 記 受 託 者
と が 、 前 記 信 託 受 益 権 に お い て 該 価 額 分 の 優 先 受 益 権 を 設 定 し 、 前 記 工 事 請 負 業 者 が 、 該
優 先 受 益 権 を 前 記 投 資 家 に 譲 渡 し 、 前 記 投 資 家 が 、 該 価 額 と 同 額 の 対 価 を 前 記 工 事 請 負 業
者 に 支 払 い 、 前 記 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 後 に 前 記 発 注 者 か ら 前 記 債 権 に 基 づ い て 工
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事 代 金 が 支 払 わ れ る と 、 前 記 受 託 者 は 、 該 工 事 代 金 の う ち の 少 な く と も 前 記 価 額 に 対 応 す
る 金 額 の 償 還 を 前 記 投 資 家 に 行 う 工 事 代 金 債 権 信 託 方 法 が 提 供 さ れ る 。 ま た 、 本 発 明 に お
い て は 、 工 事 出 来 高 査 定 業 者 が 前 記 工 事 の 出 来 高 の 査 定 を 行 う こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 工 事 請 負 業 者 は 、 工 事 を 発 注 者 か ら 請 負 い 、 工 事 請 負 契 約 ど お り に 工 事 を 完 成 さ せ る 義
務 を 負 い 、 典 型 的 に は 工 事 完 成 後 に 、 そ の 工 事 代 金 を 受 け 取 る 金 銭 債 権 （ 工 事 代 金 債 権 ）
を 有 す る 任 意 の 者 で あ る 。 典 型 的 に は 、 発 注 者 か ら 発 注 を 受 け る 総 合 建 設 業 者 で あ り 、 大
手 の 建 設 業 者 （ い わ ゆ る ゼ ネ コ ン ： general contractor） や 中 小 の 建 設 業 者 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 発 注 者 は 、 典 型 的 に は 、 国 、 地 方 公 共 団 体 な ど の 官 公 庁 な ど の 信 用 力 の 高 い 者 で あ り 、
ま た 、 十 分 な 信 用 力 を 有 す る 大 手 企 業 な ど で あ る 。 企 業 な ど の 法 人 が 発 注 者 で あ る 場 合 に
は 、 発 注 者 の 業 態 、 業 種 、 法 人 格 な ど の 設 立 準 拠 法 は 特 に 問 う も の で は な く 、 発 注 者 は 、
例 え ば 、 そ の 工 事 の 成 果 を 自 ら 直 接 利 用 す る た め に 発 注 す る 企 業 や 、 工 事 の 成 果 を 販 売 等
し て 次 行 を 行 う 企 業 や 、 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 を 単 に 下 請 け に 委 託 す る 元 請 企 業 な ど で あ
る こ と も あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 工 事 は 、 工 事 請 負 契 約 に 基 づ い て 行 わ れ る 。 こ の 工 事 請 負 契 約 は 、 発 注 者 と 工 事 請 負 業
者 と が 締 結 し 、 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 の 対 価 と し て 工 事 代 金 の 支 払 い 約 束 が 含 ま れ
て い る 契 約 を さ す 。 こ の 例 と し て は 、 国 土 交 通 省 が 開 示 し て い る 公 共 工 事 標 準 請 負 契 約 約
款 （ Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KOUKYO(15.2.10
).htm、 以 下 、 単 に 「 標 準 約 款 」 と い う ） に 沿 っ て 締 結 さ れ る 契 約 が あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 受 託 者 は 、 例 え ば 信 託 銀 行 な ど の 信 託 業 務 を 行 い う る 任 意 の 主 体 を い い 、 例 え ば 信 託 業
法 な ど の 法 規 に 則 っ て 、 受 益 者 の た め に 活 動 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 工 事 の 全 部 の 完 成 と は 、 工 事 を 全 て 工 事 請 負 契 約 ど お り に 完 了 す る こ と を い う 。 例 え ば
、 発 注 者 が 官 公 庁 で あ る 場 合 に は 、 発 注 さ れ た 年 度 内 に 、 契 約 に 従 っ て 工 事 の 全 部 が 完 成
し て 検 収 さ れ 、 工 事 代 金 支 払 い の 条 件 が 満 た さ れ る こ と を い う 。 こ れ に 対 し 、 工 事 の 一 部
の 完 成 と は 、 発 注 さ れ た 工 事 の 一 部 の 完 成 が 工 事 代 金 支 払 い の 条 件 と な っ て い る 場 合 に お
い て 、 そ の 工 事 代 金 支 払 い を 受 け う る 完 成 を い う 。 こ の 一 部 の 完 成 の 例 と し て は 、 工 事 の
規 模 が 大 き く 複 数 年 度 に ま た が っ て 行 わ れ る 場 合 な ど に お い て 、 複 数 の 工 区 や 工 期 に 区 分
さ れ て 工 事 が 行 わ れ る こ と が 予 定 さ れ て お り 、 そ の 工 区 や 工 期 の そ れ ぞ れ が 完 成 し て 検 収
さ れ る ご と に 工 事 代 金 が 逐 次 支 払 わ れ る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 場 合 に は 、 工 事 代 金 支 払
い の 条 件 を 満 た す 一 部 の 工 区 を 完 成 さ せ れ ば 、 工 事 代 金 支 払 い の た め の 条 件 が 満 た さ れ る
。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 信 託 受 益 権 は 、 工 事 代 金 債 権 の 信 託 に よ っ て 発 生 す る 権 利 で あ り 、 本 発 明 に お い て は 、
信 託 さ れ て い る 工 事 代 金 債 権 を 履 行 す る た め に 工 事 代 金 が 支 払 わ れ た 場 合 に 、 そ の 工 事 代
金 を 受 け 取 る 権 利 を 含 む 。 本 発 明 に お い て は 、 工 事 請 負 業 者 の 工 事 代 金 債 権 が 信 託 の 対 象
と な り 、 受 益 者 は 工 事 請 負 業 者 と な る 。 こ の た め 、 信 託 契 約 に 特 段 の 規 定 が 無 け れ ば 、 受
益 者 で あ る 工 事 請 負 業 者 が 信 託 の 当 初 に お い て 信 託 受 益 権 の 享 有 主 体 と な る （ 信 託 法 第 ７
条 本 文 ） 。 ま た 、 本 発 明 に お い て は 、 信 託 契 約 に お い て 、 工 事 請 負 業 者 が 受 益 者 以 外 と な
る 規 定 が 設 け ら れ て い て も 、 信 託 契 約 の 最 初 の 段 階 で 工 事 請 負 業 者 に す ぐ に そ の 信 託 受 託
権 が 移 転 さ れ る も の と す る 。 い ず れ の 場 合 で あ っ て も 、 信 託 受 益 権 の 権 利 享 有 主 体 で あ る
こ と を 示 す 受 益 証 券 の 発 行 を 伴 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 投 資 家 は 、 利 益 を 得 る 目 的 で 事 業 に 資 金 を 投 入 す る た め に 出 資 を 行 う 任 意 の 主 体 で あ る
。 こ こ で は 、 典 型 的 に は 、 投 資 家 は 銀 行 な ど の 金 融 機 関 で あ る 。 な お 、 受 託 者 と 投 資 家 は
、 資 金 供 給 に お け る 機 能 に お い て 区 別 さ れ て い れ ば よ い 。 こ の た め 、 法 律 上 の 人 格 に お い
て 受 託 者 と 投 資 家 と が 同 一 と な り う る 。 こ の 場 合 の 典 型 例 は 、 信 託 業 法 に よ り 一 般 信 託 会
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社 の 免 許 を 受 け て 受 託 者 と し て 機 能 し う る 金 融 機 関 が 、 同 時 に 、 そ の 投 資 家 と し て 機 能 し
て い る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 場 合 で あ っ て も 、 会 計 上 、 受 託 者 の 機 能 に 対 し て 信 託 勘 定
が 割 り 当 て ら れ て い て 、 法 規 に 則 り 信 託 財 産 （ 工 事 代 金 債 権 ） が 信 託 勘 定 と 分 離 可 能 に 管
理 さ れ て い て 、 さ ら に 、 投 資 家 の 機 能 に 対 し て 信 託 勘 定 お よ び 信 託 財 産 と 完 全 に 別 個 の 銀
行 勘 定 が 割 り 当 て ら れ て い れ ば 明 確 に 機 能 が 区 分 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 投 資 家 は 、 本 発 明 に お い て は 、 工 事 請 負 契 約 の 対 象 の 工 事 の う ち 完 了 し て い る 工 事 出 来
高 の 査 定 結 果 に 対 応 さ せ て 、 投 資 額 を 決 定 す る 。 工 事 請 負 業 者 と 受 託 者 は 、 そ の 投 資 額 に
見 合 っ た 優 先 受 益 権 を 信 託 受 益 権 に 設 定 し て 、 そ の 優 先 受 益 権 を 投 資 家 に 譲 渡 し 、 優 先 受
益 権 の 価 額 に そ れ に 対 応 す る 対 価 （ 例 え ば 、 優 先 受 益 権 と 同 額 の 対 価 ） が 投 資 家 か ら 工 事
請 負 業 者 に 支 払 わ れ る 。 優 先 受 益 権 は 、 信 託 受 益 権 に お い て 工 事 請 負 業 者 に 対 す る 償 還 よ
り 優 先 し て 償 還 を 受 け る こ と が で き る 権 利 で あ る 。 優 先 受 益 権 が 投 資 家 に 譲 渡 さ れ る と 、
投 資 家 は 、 工 事 代 金 が 支 払 わ れ た 場 合 に 、 受 託 者 が 管 理 す る 債 権 か ら の 償 還 を 優 先 的 に う
け る こ と が で き る の で 、 自 ら の 投 資 リ ス ク を 低 減 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 工 事 出 来 高 は 、 工 事 の 進 捗 の 割 合 で あ り 、 ど の 程 度 の 進 捗 で あ る か は 比 較 的 客 観 的 に 把
握 さ れ る 。 判 断 に 専 門 性 を 要 す る 場 合 に は 、 例 え ば 、 工 事 に 応 じ た 専 門 化 が 協 力 す る こ と
に よ り 、 判 断 に 必 要 な 専 門 性 が 担 保 さ れ る 。 本 発 明 に お い て は 、 好 ま し く は 、 こ の 判 断 を
行 う 専 門 家 と し て 、 工 事 出 来 高 査 定 業 者 が 参 加 す る 。 工 事 出 来 高 査 定 業 者 は 、 例 え ば 一 級
建 築 士 や 、 発 注 者 と し て 工 事 出 来 高 を 決 定 し た 経 験 を 有 す る 技 術 者 な ど を 含 む 出 来 高 の 査
定 を 行 う 任 意 の 主 体 で あ る 。 例 え ば 、 一 級 建 築 士 は 、 専 門 資 格 に よ っ て 担 保 さ れ た 知 識 と
経 験 に 基 づ い て 、 工 事 監 理 の 業 務 に よ っ て 工 事 の 進 捗 を 把 握 し 、 そ れ を 工 事 出 来 高 と し て
査 定 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 工 事 請 負 業 者 は 、 受 託 者 と 工 事 代 金 債 権 を 信 託 財 産 と し て 信 託 を 設 定 し た 段 階 で は 資 金
調 達 が で き な い が 、 そ の 信 託 受 益 権 に お け る 優 先 受 益 権 を 投 資 家 に 販 売 す る こ と に よ り 、
自 ら の 工 事 代 金 債 権 を 流 動 化 し て 、 柔 軟 に 資 金 調 達 を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 投 資 家 は
、 必 ず し も 工 事 請 負 業 者 の 信 用 力 に 対 す る 評 価 を 用 い な く て も 、 工 事 の 進 捗 と い う 実 際 に
把 握 で き る 対 象 に 基 づ い て 投 資 リ ス ク を 適 切 に 判 断 し 、 妥 当 な 投 資 を 実 行 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 工 事 が 完 成 す る と 、 発 注 者 か ら 受 託 者 に 工 事 代 金 の 支 払 い が 行 わ れ る 。 受 託 者 は
、 工 事 代 金 の う ち 少 な く と も 優 先 受 益 権 の 価 額 だ け 、 投 資 家 に 償 還 を 行 う 。 投 資 家 は 、 例
え ば 、 優 先 受 益 権 の 価 額 に 加 え て 、 配 当 金 を 受 け 取 る 契 約 と す る こ と が で き る 。 受 託 者 は
、 受 託 手 数 料 （ 信 託 の 受 託 者 報 酬 ） を 工 事 代 金 か ら 受 け 取 り 、 工 事 請 負 業 者 は 、 工 事 代 金
か ら 、 投 資 家 の 優 先 受 益 権 の 価 額 、 受 託 手 数 料 、 配 当 金 （ 契 約 に 含 ま れ て い る 場 合 ） を 差
し 引 い た 残 り を 受 け 取 る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 工 事 請 負 業 者 は 、 工 事 代 金 の 全 額 を 受 け 取 る こ と は で き な い が 、 自 ら の 信 用 で は な く 工
事 の 進 捗 に 応 じ て 資 金 調 達 を 図 る こ と が で き る 。 投 資 家 は 、 本 発 明 の 工 事 代 金 債 権 の 信 託
方 法 に よ っ て 、 例 え ば 工 事 完 成 前 に 工 事 請 負 契 約 に 規 定 さ れ る 請 負 契 約 解 除 事 由 が 生 じ て
も 、 投 資 資 金 回 収 が 不 能 に な る リ ス ク を 非 常 に 小 さ く す る こ と が で き 、 工 事 請 負 業 者 は 発
注 者 の 信 用 力 を 背 景 に し て 資 金 供 給 を 受 け る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 工 事 代 金 債 権 の 信 託 に お い て 用 い る 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る 装
置 が 提 供 さ れ る 。 す な わ ち 、 本 発 明 に お い て は 、 工 事 代 金 の 債 権 を 信 託 財 産 と す る 信 託 に
お い て 生 じ る 信 託 受 益 権 に 設 定 さ れ る 優 先 受 益 権 の 価 額 を 決 定 す る 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装
置 で あ っ て 、 こ こ で 、 前 記 工 事 代 金 は 、 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 の 完 成 後 に 発 注 者 が 支 払 う
も の で あ り 、 前 記 信 託 は 、 工 事 請 負 業 者 と 受 託 者 と が 該 工 事 請 負 業 者 を 受 益 者 と し て 設 定
さ れ る も の で あ り 、 前 記 優 先 受 益 権 は 、 前 記 信 託 受 益 権 に お い て 工 事 請 負 業 者 に 対 す る 償
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還 よ り 優 先 し て 償 還 を 受 け る こ と が で き る 権 利 で あ り 、 工 事 代 金 の 金 額 と 完 了 し て い る 工
事 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合 と の 積 の 演 算 を 少 な く と も 含 ん で 規 定 さ れ る 工 事 出 来 高
相 応 額 関 数 に よ り 工 事 代 金 に お け る 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 求 め る た め の 第 １ 関 数 情 報 を 記
憶 す る 第 １ 記 憶 部 と 、 該 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 含 ん で 規 定 さ れ る 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に よ
り 前 記 優 先 受 益 権 の 価 額 を 求 め る た め の 第 ２ 関 数 情 報 を 記 憶 す る 第 ２ 記 憶 部 と 、 前 記 価 額
を 算 出 す る 工 事 に 関 し て の 工 事 代 金 の 金 額 の デ ー タ と 、 前 記 査 定 の 割 合 の デ ー タ と の 入 力
を 受 付 け る 入 力 部 と 、 前 記 第 １ 記 憶 部 か ら 前 記 第 １ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 工 事 代 金 の 金 額
と 工 事 の 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合 と の 積 を 少 な く と も 含 む 前 記 工 事 出 来 高 相 応 額 関
数 に 従 う 演 算 処 理 手 順 を 設 定 し 、 工 事 代 金 の 金 額 と 工 事 の 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合
と を 前 記 入 力 部 か ら 受 信 し 、 前 記 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 工 事 出 来 高 の
相 応 額 を 算 出 す る 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 と 、 前 記 第 ２ 記 憶 部 か ら 前 記 第 ２ 関 数 情 報 を 読
み 込 ん で 少 な く と も 該 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 含 む 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 処 理
手 段 を 設 定 し 、 前 記 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 か ら 受 信 し 、 前 記 優 先
受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 と
を 備 え る 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 は 、 例 え ば キ ー ボ ー ド 、 マ ウ ス な ど の 入 力 装 置 と 、 Ａ Ｌ Ｕ （ 算 術 論 理 ユ ニ ッ ト ）
な ど の 演 算 部 を ふ く む Ｍ Ｐ Ｕ （ マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ ユ ニ ッ ト ） な ど の 演 算 装 置 と 、 ハ ー ド
デ ィ ス ク ド ラ イ ブ な ど の 記 憶 装 置 と 、 コ ン ピ ュ ー タ モ ニ タ デ ィ ス プ レ イ な ど の 表 示 装 置 と
を 備 え る コ ン ピ ュ ー タ に お い て 実 現 さ れ る 。 記 憶 装 置 に は 、 Ｍ Ｐ Ｕ の 動 作 を 行 う た め の 主
記 憶 装 置 と な る Ｒ Ａ Ｍ （ ラ ン ダ ム ア ク セ ス メ モ リ ー ） や レ ジ ス タ フ ァ イ ル な ど の 揮 発 性 記
憶 装 置 も 含 ま れ る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス な ど の 外 部 の 装 置
と の 通 信 を 行 う 通 信 装 置 も 含 ま れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 第 １ お よ び 第 ２ 記 憶 部 は 、 不 揮 発 性 記 憶 装 置 な ど に よ っ て 構 成 さ れ て お り 、 関 数 を 設 定
す る た め の 関 数 情 報 を 格 納 し て い る 。 こ の 関 数 情 報 は 、 例 え ば 処 理 に 用 い ら れ る 関 数 を 組
み 込 ん だ プ ロ グ ラ ム と し て 記 憶 装 置 に 格 納 さ れ て い る こ と が で き る 。 ま た 、 別 の 例 と し て
は 、 こ の 関 数 情 報 は 、 設 定 フ ァ イ ル と し て 格 納 さ れ て い る こ と が で き る 。 第 １ 記 憶 部 と 第
２ 記 憶 部 と の 区 別 は 、 適 当 な Ｏ Ｓ （ オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム ） に よ っ て 管 理 さ れ る コ ン
ピ ュ ー タ フ ァ イ ル 内 の ア ド レ ス の 違 い 、 フ ァ イ ル の 違 い 、 記 憶 装 置 の 違 い な ど 、 任 意 の 論
理 的 に 識 別 可 能 な 区 分 に よ っ て 行 わ れ る 。 例 え ば 、 関 数 情 報 が プ ロ グ ラ ム と し て 格 納 さ れ
て い る 場 合 に は 、 一 つ の 実 行 形 式 の フ ァ イ ル に お い て ア ド レ ス の 異 な る 二 つ の 部 分 が 、 そ
れ ぞ れ 、 第 １ 記 憶 部 、 第 ２ 記 憶 部 と し て 区 別 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 第 １ 記 憶 部 が 記 憶 す る の は 第 １ 関 数 情 報 で あ る 。 こ の 第 １ 関 数 情 報 は 、 工 事 出 来 高 相 応
額 関 数 に よ り 工 事 代 金 に お け る 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 求 め る た め の も の で あ り 、 例 え ば 、
数 値 同 士 の 積 の 演 算 を 規 定 す る 実 行 形 式 フ ァ イ ル の 情 報 で あ る 。 こ の 工 事 出 来 高 相 応 額 関
数 は 、 工 事 代 金 の 金 額 と 完 了 し て い る 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合 と の 積 の 演 算 を
少 な く と も 含 む 。 典 型 的 に は 、 第 １ 関 数 情 報 は 、 工 事 代 金 の 金 額 を 表 す 変 数 と 完 了 し て い
る 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 の 割 合 を 表 す 変 数 と の 積 だ け で 規 定 さ れ る 演 算 を 表 現 す る 実 行 形
式 フ ァ イ ル の 部 分 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ れ に 対 し 、 第 ２ 記 憶 部 が 記 憶 す る の は 第 ２ 関 数 情 報 で あ る 。 こ の 第 ２ 関 数 情 報 は 、 優
先 受 益 権 価 額 関 数 に よ り 前 記 優 先 受 益 権 の 価 額 を 求 め る た め の も の で あ る 。 こ の 優 先 受 益
権 価 額 関 数 は 、 相 応 額 を 含 む 。 典 型 的 に は 、 第 ２ 関 数 情 報 は 、 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 一 つ
の 項 と し て 含 む 演 算 を 表 現 す る 実 行 形 式 フ ァ イ ル の 部 分 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 入 力 部 は 、 入 力 装 置 や 通 信 装 置 な ど に よ り 実 現 さ れ 、 工 事 代 金 の 金 額 の デ ー タ と 工 事 出
来 高 の 査 定 の 割 合 と を 受 け 付 け る 。 工 事 代 金 は 、 工 事 請 負 契 約 に お け る 金 額 を 適 当 な 通 貨
に よ っ て 表 現 し た 数 値 と す る こ と が で き 、 工 事 出 来 高 の 査 定 の 割 合 は 、 工 事 の 進 捗 の 程 度
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を 、 契 約 に 応 じ て 工 事 代 金 が 支 払 わ れ る た め の 完 成 （ 工 事 の 全 部 の 完 成 ま た は 一 部 の 完 成
） を １ ０ ０ パ ー セ ン ト と し た 場 合 の 割 合 に よ っ て 表 現 す る こ と が で き る 。 工 事 代 金 の 金 額
と 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 は 、 入 力 部 か ら 価 額 演 算 部 に 送 信 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 は 、 演 算 装 置 と 主 記 憶 装 置 な ど に よ っ て 実 現 さ れ る 機 能 手 段 で
あ り 、 第 １ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 工 事 出 来 高 の 相 応 額 を 算 出 す る 。 ま た 、 優 先 受 益 権 価 額
演 算 部 も 演 算 装 置 と 主 記 憶 装 置 な ど に よ っ て 実 現 さ れ る 機 能 手 段 で あ り 、 工 事 出 来 高 の 相
応 額 を 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 か ら 受 信 し 、 第 ２ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 、 優 先 受 益 権 の 価
額 を 計 算 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 こ の 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 に よ っ て 算 出 さ れ た 優 先 受 益 権 の 価 額 は 、 例 え ば 、 投 資 家
が 、 工 事 請 負 業 者 に 対 し て 優 先 受 益 権 の 譲 渡 を 受 け 際 の 優 先 受 益 権 の 目 安 と し て 利 用 さ れ
る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 の 価 額 算 出 装 置 に お い て は 、 前 記 第 ２ 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 第 ２ 関 数 情 報 は 、 工 事
出 来 高 の 査 定 結 果 が 発 注 者 に よ っ て 判 定 さ れ る 工 事 出 来 高 よ り 過 大 と な る リ ス ク を 低 下 さ
せ る た め に 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に お い て 、 ０ 以 上 １ 以 下 の 数 値 で あ る リ ス ク 調 整 掛
目 に よ る 比 率 で 割 引 計 算 を す る た め の 情 報 を さ ら に 含 み 、 前 記 入 力 部 は 、 リ ス ク 調 整 掛 目
の デ ー タ を さ ら に 受 付 け 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 は 、 該 リ ス ク 調 整 掛 目 を 前 記 入 力 部
か ら さ ら に 受 信 し 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 該 リ ス ク 調 整 掛 目 に よ る
割 引 計 算 を 行 っ て 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る と 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 が 、 契 約 解 除 事 由 発 生 時 に 実 際 に 発 注 者 に よ っ て 決 め ら れ る 工 事
出 来 高 よ り 大 き い 値 で あ る 場 合 に は 、 契 約 解 除 事 由 が 発 生 し て も 投 資 家 が 投 資 し た 全 て の
資 金 が 工 事 代 金 か ら 償 還 さ れ な い 元 本 割 れ と な る 。 し た が っ て 、 こ の 元 本 割 れ の リ ス ク を
適 切 に 管 理 す る た め に 、 リ ス ク 調 整 掛 目 と 呼 ぶ 数 値 に よ っ て 割 引 計 算 を 行 う 。 こ の 割 引 計
算 に よ っ て 工 事 出 来 高 の 査 定 に 内 在 す る 不 確 実 さ を 反 映 し た 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る
こ と が 可 能 と な り 、 リ ス ク を 適 切 に 管 理 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 ま た 、 本 発 明 で は 、 前 記 第 ２ 記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 前 記 第 ２ 関 数 情 報 は 、 発 注 者 が 工 事 請
負 業 者 に 工 事 完 成 前 に 支 払 う 前 払 金 の 控 除 計 算 を す る た め の 情 報 を さ ら に 含 み 、 前 記 入 力
部 は 、 前 払 金 の デ ー タ を さ ら に 受 付 け 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 は 、 前 記 前 払 金 を 前 記
入 力 部 か ら さ ら に 受 信 し 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 前 記 前 払 金 を 控 除
し た 優 先 受 益 権 の 価 額 を 前 記 関 数 情 報 に 従 っ て 算 出 す る と 好 適 で あ る 。 さ ら に 、 前 記 第 ２
記 憶 部 に 記 憶 さ れ た 前 記 第 ２ 関 数 情 報 は 、 工 事 請 負 契 約 解 除 事 由 が 生 じ た 場 合 に 工 事 請 負
業 者 が 発 注 者 に 支 払 う 違 約 金 の 控 除 計 算 を す る た め の 情 報 を さ ら に 含 み 、 前 記 入 力 部 は 、
違 約 金 の デ ー タ を さ ら に 受 付 け 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 は 、 該 違 約 金 を 前 記 入 力 部 か
ら さ ら に 受 信 し 、 前 記 優 先 受 益 権 価 額 関 数 に 従 う 演 算 に よ っ て 前 記 違 約 金 を 控 除 し た 優 先
受 益 権 の 価 額 を 前 記 関 数 情 報 に 従 っ て 算 出 す る と 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 前 払 金 と は 、 工 事 請 負 契 約 に お い て 、 工 事 請 負 業 者 の 便 宜 を 考 慮 し て 発 注 者 が 工 事 完 成
前 に 支 払 う 工 事 代 金 の 一 部 の 対 価 で あ る 。 前 払 金 は 、 工 事 請 負 業 者 が 自 ら の た め に 用 い る
た め 、 信 託 の 対 象 に な ら ず 、 優 先 受 益 権 の 価 額 に は 算 入 し な い 。 ま た 、 違 約 金 と は 、 契 約
に 定 め ら れ た 契 約 解 除 事 由 が 発 生 し 、 そ の 原 因 が 工 事 請 負 業 者 側 に あ る と き に 、 ペ ナ ル テ
ィ と し て 定 め ら れ る 工 事 請 負 業 者 か ら 発 注 者 に 支 払 わ れ る 金 銭 を 言 う 。 違 約 金 が 発 生 す る
よ う な 契 約 解 除 事 由 と は 、 例 え ば 工 事 請 負 業 者 の 倒 産 な ど で あ る 。 こ の よ う な 場 合 に は 、
そ の 時 点 で 工 事 の 完 成 出 来 高 を 発 注 者 が 決 定 し 、 工 事 出 来 高 部 分 か ら 違 約 金 相 当 額 （ 標 準
約 款 に 従 っ て い れ ば 、 請 負 契 約 額 の １ ０ ％ 相 当 額 ） を 控 除 し た 金 額 が 工 事 請 負 業 者 に 対 し
て 支 払 わ れ る 。 し た が っ て 、 投 資 家 よ り 優 先 し て 発 注 者 に 支 払 わ れ る た め 、 優 先 受 益 権 の
価 額 に は 算 入 し な い 。
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【 ０ ０ ３ ２ 】
　 前 払 金 や 違 約 金 を 含 む 契 約 条 件 に 即 し て 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る こ と に よ り 、 工 事
請 負 業 者 と 発 注 者 と の 間 で 締 結 さ れ る 契 約 内 容 に 基 づ い て 、 工 事 代 金 債 権 の う ち 発 注 者 か
ら 履 行 さ れ る 金 額 を 適 切 に 評 価 し て 、 工 事 請 負 業 者 に 供 給 す べ き 資 金 の 金 額 算 出 の 精 度 を
高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 に お い て は 、 前 記 第 １ 記 憶 部 ま た は 前 記 第 ２ 記 憶 部 の 少 な く と も 少 な く
と も い ず れ か が 、 複 数 の 契 約 タ イ プ を 識 別 す る た め の 契 約 タ イ プ Ｉ Ｄ に 対 応 付 け て 複 数 の
関 数 情 報 を 格 納 し て 前 記 第 １ 関 数 情 報 ま た は 前 記 第 ２ 関 数 情 報 と し て お り 、 該 複 数 の 契 約
タ イ プ は 、 契 約 解 除 時 に 発 注 者 か ら 支 払 わ れ る 工 事 代 金 債 権 の 支 払 い 額 の 算 出 規 定 が 異 な
る も の で あ り 、 前 記 入 力 部 は 、 信 託 が 設 定 さ れ る 工 事 請 負 契 約 が 属 す る 契 約 タ イ プ に つ い
て の 選 択 入 力 を さ ら に 受 付 け 、 前 記 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 ま た は 前 記 優 先 受 益 権 価 額 演
算 部 の い ず れ か は 、 前 記 入 力 部 か ら 該 選 択 入 力 を 受 信 し て 、 前 記 複 数 の 関 数 情 報 の う ち 該
選 択 入 力 に よ り 選 択 さ れ た 契 約 タ イ プ Ｉ Ｄ に 対 応 す る 関 数 情 報 を 読 み 出 し て 算 出 を 行 う と
好 適 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 工 事 請 負 契 約 は 、 多 く が 典 型 的 な い く つ か の タ イ プ に 分 類 さ れ る 。 こ の 一 つ の 典 型 例 が
、 上 述 の 標 準 約 款 に そ っ た 契 約 で あ る 。 典 型 的 な 契 約 の タ イ プ に よ っ て 、 工 事 出 来 高 相 応
額 関 数 や 優 先 受 益 権 価 額 関 数 が 異 な る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 場 合 に は 、 工 事 請 負 契 約 の
タ イ プ の 入 力 を 受 け 付 け て 、 そ れ に よ っ て そ の 工 事 請 負 契 約 の タ イ プ に 合 わ せ た 第 １ 関 数
情 報 や 第 ２ 関 数 情 報 を 選 択 す る よ う に 装 置 が 構 成 さ れ て い る と 、 本 発 明 の 優 先 受 益 権 価 額
計 算 装 置 を 使 用 す る 使 用 者 は 、 信 託 が 設 定 さ れ て い る 契 約 の タ イ プ に 合 っ た 価 額 を 容 易 に
得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 加 え て 、 本 発 明 に お い て は 、 コ ン ピ ュ ー タ を 上 記 の 各 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 と し て 動
作 さ せ る コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム が 提 供 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 発 明 の 信 託 方 法 を 用 い れ ば 、 工 事 代 金 債 権 を 信 託 し て 生 じ る 信 託 受 益 権 に 工 事 の 進 捗
を 適 切 に 反 映 さ せ て 優 先 受 益 権 を 設 定 す る こ と が 可 能 と な り 、 従 来 は 適 切 に 信 用 力 に 換 算
す る こ と が 難 し か っ た 工 事 代 金 債 権 の 流 動 化 を 可 能 に し 、 信 託 制 度 を 利 用 し て 、 資 金 需 要
に 適 切 に 対 応 し て 資 金 供 給 を 図 る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 優 先 受 益 権 価 額 算 出 装 置 や コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム を 用 い る こ と に よ り
、 必 要 な デ ー タ を 入 力 す る だ け で 、 工 事 代 金 債 権 の 信 託 制 度 を 利 用 し て 信 託 受 益 権 に 設 定
す る 優 先 受 益 権 の 価 額 と し て 適 切 な 数 値 を 容 易 に 算 出 す る こ と が 可 能 と な り 、 迅 速 な 資 金
供 給 の 判 断 が 可 能 と な る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 以 下 図 面 を 参 照 し て 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。
　 図 １ は 、 本 実 施 の 形 態 の 信 託 方 法 の 実 施 形 態 を 示 す 説 明 図 で あ る 。 発 注 者 は 、 例 え ば 官
公 庁 な ど の 信 用 力 の 高 い 主 体 で あ る 。 工 事 請 負 業 者 は 、 発 注 者 が 予 め 工 事 の 実 績 な ど を 考
慮 し て 発 注 を 行 う 相 手 で あ る 。 発 注 者 に 工 事 の 需 要 が 生 じ 、 工 事 請 負 業 者 が 発 注 者 の 要 求
す る 資 格 を 有 す る 場 合 に は 、 例 え ば 入 札 ／ 応 札 な ど の 手 続 を 経 て 、 工 事 請 負 業 者 が 発 注 者
で あ る 官 公 庁 と の 間 で 工 事 請 負 契 約 を 締 結 す る （ Ｓ １ ） 。 こ の と き 、 工 事 請 負 契 約 に は 、
工 事 の 完 成 に 応 じ て 工 事 代 金 が 支 払 わ れ る 旨 の 規 定 が 明 示 さ れ て お り 、 発 注 後 は 、 工 事 請
負 業 者 は 、 当 該 工 事 の 工 事 代 金 の 受 け 取 り 債 権 を 有 す る （ Ｓ ２ ） 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 工 事 請 負 業 者 が 資 金 を 必 要 と し た 場 合 に は 、 工 事 請 負 業 者 は 、 工 事 代 金 債 権 を 信 託 譲 渡
す る こ と に つ い て 、 発 注 者 か ら 承 諾 を 得 る （ Ｓ ３ ） 。 こ の 承 諾 に 基 づ い て 、 工 事 請 負 業 者
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は 、 信 託 銀 行 な ど の 受 託 者 と の 間 で 工 事 代 金 債 権 の 信 託 契 約 を 締 結 す る （ Ｓ ４ ） 。 こ の 信
託 契 約 は 、 工 事 代 金 受 け 取 り 債 権 を 受 託 者 に 移 転 す る こ と を 規 定 し 、 そ の 代 わ り に 、 信 託
の 受 益 者 が 工 事 請 負 業 者 に さ れ る 債 権 信 託 契 約 で あ る 。 こ の 契 約 に よ り 、 信 託 受 益 権 の 権
利 享 有 主 体 は 工 事 請 負 業 者 と な る 。 こ の 段 階 で の 信 託 受 益 権 は 、 工 事 代 金 が 支 払 わ れ た 後
に 工 事 代 金 を 受 け 取 る こ と が で き る 権 利 に 過 ぎ ず 、 工 事 請 負 業 者 は 工 事 が 完 成 す る ま で 資
金 の 提 供 を 受 け る こ と が で き な い 。 信 託 受 益 権 を 表 示 す る た め の 受 益 証 券 を 受 託 者 が 発 行
す る こ と も で き る （ Ｓ ５ ）
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 工 事 請 負 業 者 は 、 資 金 供 給 を 受 け る た め に 、 信 託 受 益 権 に 内 在 し て い る 潜 在 的 な 価 値 の
一 部 を 処 分 し て 対 価 と し て 資 金 を 得 よ う と す る 。 そ こ で 、 工 事 請 負 業 者 は 、 信 託 受 益 権 の
販 売 を 受 託 者 に 依 頼 す る （ Ｓ ６ ） 。 そ の 依 頼 を 受 け た 受 託 者 は 、 投 資 家 に 信 託 受 益 権 の 購
入 を 打 診 す る （ Ｓ ７ ） 。 こ こ で 、 信 託 受 益 権 の 販 売 や 購 入 は 、 実 際 に は 、 信 託 受 益 権 の う
ち の 特 定 の 価 額 部 分 に 対 し て 優 先 受 益 権 を 設 定 し 、 そ の 優 先 受 益 権 を 譲 渡 し そ れ に 応 じ た
対 価 を 提 供 す る こ と に よ っ て 実 現 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 投 資 家 は 、 優 先 受 益 権 の 設 定 を 受 け る に 当 た り 、 信 託 受 益 権 の う ち の 引 受 額 を 決 定 す る
。 そ の 決 定 の た め に 、 投 資 家 は 、 建 築 士 な ど の 専 門 家 を 含 む 工 事 出 来 高 査 定 業 者 に 、 工 事
の 進 捗 （ 工 事 の 出 来 高 ） の 査 定 を 依 頼 す る （ Ｓ ８ ） 。 工 事 出 来 高 査 定 業 者 は 、 工 事 請 負 業
者 が 工 事 請 負 契 約 に 従 っ て 実 施 し て い る 工 事 の 進 捗 を 査 定 し （ Ｓ ９ ） 、 そ の 結 果 を 工 事 完
成 を １ ０ ０ パ ー セ ン ト と す る 割 合 な ど 適 当 な 指 標 に よ っ て 報 告 す る （ Ｓ １ ０ ） 。 投 資 家 は
、 こ の 査 定 結 果 に 応 じ て 、 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 定 し 、 そ の 金 額 分 の 優 先 受 益 権 を 工 事 代
金 債 権 の 信 託 受 益 権 に お い て 設 定 し 譲 渡 を 引 き 受 け る 旨 の 申 し 込 み （ 優 先 受 益 権 の 購 入 申
し 込 み ） を 行 う （ Ｓ １ １ ） 。 こ の 申 し 込 み を 受 け た 受 託 者 は 、 工 事 請 負 業 者 と の 間 で 、 工
事 代 金 債 権 の 信 託 受 益 権 の う ち の 上 記 価 額 分 を 優 先 受 託 権 と し 、 残 り を 劣 後 受 託 権 と す る
信 託 契 約 の 変 更 を 行 い （ Ｓ １ ２ ） 、 そ の う ち の 優 先 受 託 権 を 工 事 請 負 業 者 か ら 投 資 家 に 譲
渡 す る （ Ｓ １ ３ ） 。 投 資 家 か ら は 、 工 事 請 負 業 者 に 上 記 価 額 分 の 資 金 が 優 先 受 益 権 の 譲 渡
に 対 す る 対 価 と し て 支 払 わ れ る （ Ｓ １ ４ ） 。 こ う し て 、 信 託 制 度 を 利 用 し て 、 工 事 請 負 業
者 は 投 資 家 か ら 資 金 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 こ の 工 程 Ｓ ６ ～ Ｓ １ ４ は 、 工 事 完 成 ま で に 複 数 回 繰 り 返 す こ と が で き る 。 工 事 が
進 捗 し て 優 先 受 益 権 の 価 額 が よ り 高 く な る と 、 直 前 に 算 定 し た 前 回 の 価 額 と の 差 額 分 だ け
新 た に 資 金 提 供 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 工 事 の 全 部 ま た は 一 部 が 完 成 し て 、 工 事 請 負 契 約 に 基 づ い て 工 事 代 金 が 発 注 者 か ら 受 託
者 に 支 払 わ れ る と （ Ｓ １ ５ ） 、 受 託 者 は 、 原 理 的 に は 、 工 事 代 金 か ら 債 権 信 託 契 約 に 基 づ
い て 、 優 先 受 益 権 の 価 額 に 応 じ て 投 資 家 に 償 還 を 行 な い 、 劣 後 受 益 権 の 価 額 に 応 じ て 工 事
請 負 業 者 に 償 還 を 行 う 。 実 際 の 償 還 に 際 し て は 、 投 資 家 に 工 事 請 負 業 者 が 配 当 を 支 払 う 契
約 を 予 め 行 っ て い る 。 ま た 、 受 託 者 は 、 受 託 手 数 料 を 工 事 代 金 か ら 受 け 取 る 契 約 を 信 託 契
約 の 変 更 （ Ｓ １ ２ ） の 際 に 行 っ て い る 。 し た が っ て 、 受 託 者 は 、 工 事 代 金 か ら 、 投 資 家 に
優 先 受 益 権 の 価 額 と 配 当 金 の 金 額 を 加 え た 金 銭 を 支 払 い 、 自 ら 受 託 手 数 料 を 受 け 取 り 、 そ
の 残 り を 工 事 請 負 業 者 に 支 払 う （ Ｓ １ ６ ） 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 工 事 が 完 成 す る ま で に 工 事 請 負 契 約 の 解 除 事 由 が 発 生 し た 場 合 に は 、 そ の 時 点 で 、 発 注
者 が 工 事 請 負 契 約 の 規 定 に 従 っ て 工 事 出 来 高 に 見 合 っ た 分 の 工 事 代 金 を 支 払 う 。 こ の 際 、
違 約 金 等 が 差 し 引 か れ る 場 合 も あ る 。 そ の 工 事 代 金 は 信 託 財 産 で あ る 工 事 代 金 債 権 を 管 理
す る 受 託 者 に 支 払 わ れ る た め 、 こ の 受 託 者 は 、 そ の 時 点 で 信 託 受 益 権 に 設 定 さ れ て い る 優
先 受 益 権 の 権 利 享 有 主 体 （ 投 資 家 ） に 優 先 し て 工 事 代 金 を 償 還 し 、 残 っ た 工 事 代 金 を 工 事
請 負 業 者 に 支 払 う 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 次 に 、 信 託 受 益 権 中 に お け る 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る 具 体 的 手 法 に つ い て 説 明 す る
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。 工 事 請 負 契 約 に は 、 様 々 な 形 態 の も の が 考 え ら れ る が 、 発 注 者 が 官 公 庁 で あ る 場 合 な ど
の 場 合 に は 、 例 え ば 、 国 土 交 通 省 が 開 示 し て い る 標 準 約 款 な ど に 従 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 信 託 契 約 の 目 的 で あ る 工 事 請 負 契 約 の 工 事 代 金 債 権 か ら 得 ら れ る 利 益 を 受 け う る 権 利 で
あ る 信 託 受 益 権 は 、 信 託 契 約 に お い て 受 益 者 と さ れ る 工 事 請 負 業 者 が 権 利 享 有 主 体 と な っ
て 発 生 す る 。 こ の 信 託 受 益 権 に お い て 設 定 さ れ る 優 先 受 益 権 の 価 額 Ｐ は 、 一 般 に 、 工 事 請
負 契 約 額 Ｗ （ 円 ） と 、 工 事 出 来 高 Ｒ （ ％ ） と 、 前 払 金 Ａ （ 円 ） と 、 違 約 金 Ｄ （ 円 ） と 、 リ
ス ク 調 整 掛 目 Ｆ （ ％ ） の 関 数 で あ る 。
【 数 １ 】
　
　
　
具 体 的 に は 、 工 事 出 来 高 に 対 応 す る 金 額 （ 工 事 出 来 高 相 応 額 ） は 、
【 数 ２ 】
　
　
　
と 表 現 す る こ と が で き る 。 こ の 工 事 出 来 高 は 、 例 え ば 、 工 事 請 負 業 者 の 責 め に 帰 す べ き 契
約 解 除 事 由 が 発 生 し て 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に 、 発 注 者 か ら 支 払 わ れ る 工 事 出 来 高 見 合 い
の 額 で あ る 。 本 実 施 の 形 態 で は 、 式 （ ２ ） に 示 し た よ う に 、 工 事 出 来 高 相 応 額 は 、 工 事 請
負 契 約 額 Ｗ と 工 事 出 来 高 Ｒ の 積 に よ り 算 出 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 よ り 契 約 内 容 に 即 し て 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出 す る た め に 契
約 内 容 に 即 し た 算 出 を 行 う こ と も 出 来 る 。 例 え ば 、 標 準 約 款 に 示 さ れ た よ う な 契 約 解 除 事
由 が 発 生 す る と 、 そ の 時 点 で 工 事 の 完 成 出 来 高 を 発 注 者 （ 官 公 庁 ） が 検 収 し 、 工 事 出 来 高
部 分 か ら 違 約 金 相 当 額 （ 例 え ば 、 請 負 契 約 額 の １ ０ ％ 相 当 額 ） を 控 除 し た 金 額 が 工 事 請 負
業 者 に 対 し て 支 払 わ れ る こ と （ 例 え ば 、 標 準 約 款 第 ５ ０ 条 第 ３ 項 第 一 文 ） を 考 慮 す る こ と
が で き る 。 こ の 場 合 に は 、 仮 に 工 事 途 中 で 工 事 請 負 業 者 が 倒 産 し た と し て も 、 そ の 時 点 に
お い て 工 事 代 金 債 権 と し て 工 事 代 金 債 権 者 が 受 領 し う る 金 額 は 、 （ Ｗ Ｒ － Ａ － Ｄ ） と 表 現
さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 工 事 出 来 高 Ｒ は 工 事 出 来 高 査 定 業 者 に よ っ て 見 積 も ら
れ た 数 値 で あ り 、 こ れ が 発 注 者 が 実 際 に 検 収 す る 数 値 と 異 な る リ ス ク を 管 理 す る こ と が で
き る 。 リ ス ク 調 整 掛 目 と 呼 ぶ 数 値 Ｆ に よ っ て 割 引 計 算 を 行 う 。 す な わ ち 、 リ ス ク 調 整 掛 目
Ｆ を 含 む 優 先 受 益 権 の 価 額 は 、 例 え ば 、
【 数 ３ 】
　
　
　
と し て 計 算 さ れ る 。 こ の よ う な リ ス ク 調 整 掛 目 Ｆ を 用 い る こ と に よ っ て 、 本 実 施 の 形 態 に
お い て は 、 工 事 出 来 高 の 査 定 と 検 収 さ れ る 出 来 高 の 齟 齬 に よ る リ ス ク を 回 避 す る 。 リ ス ク
調 整 掛 目 Ｆ は 、 ０ 以 上 １ 以 下 の 範 囲 の 値 を と り う る 実 数 で あ る 。 リ ス ク 調 整 掛 目 Ｆ ＝ １ （
１ ０ ０ ％ ） と す る の は 、 工 事 出 来 高 の 査 定 が 全 く 正 確 で あ る 場 合 の 優 先 受 益 権 の 価 額 を 計
算 を す る こ と を 意 味 し て い る 。 典 型 的 に は 、 Ｆ は ９ ０ ％ と す る こ と が で き る 。 な お 、 式 （
３ ） の 代 わ り に 、 例 え ば Ｆ を 工 事 出 来 高 に 依 存 し て 変 化 す る 様 に す る こ と も 出 来 る 。 例 え
ば 、 工 事 出 来 高 の 査 定 の 精 度 が 、 工 事 出 来 高 が 小 さ い （ 工 事 が 進 捗 し て い な い ） 場 合 に は
悪 く 、 工 事 出 来 高 が 大 き い （ 工 事 が 進 捗 し て い る ） 場 合 に は よ い 場 合 に は 、 工 事 出 来 高 に
応 じ て Ｆ が 増 加 す る よ う に す る こ と も 有 用 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 上 述 の 式 （ ３ ） に 従 っ て 具 体 的 な 事 例 を 計 算 す る と 、 工 事 請 負 契 約 が ３ ０ ０ 百 万 円 、 受
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領 済 み の 前 払 金 が １ ２ ０ 百 万 円 、 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 が ８ ０ ％ 、 リ ス ク 調 整 掛 目 ９ ０ ％
で あ る 場 合 に は 、 Ｐ ＝ ８ １ 百 万 円 と 算 出 で き る 。 す な わ ち 、 ３ ０ ０ 百 万 円 の 工 事 を 請 け 負
っ て 工 事 出 来 高 が ８ ０ ％ と 査 定 で き る と い う こ と は 、 信 用 力 の 高 い 発 注 者 （ 官 公 庁 ） か ら
の 支 払 い を 受 け う る 債 権 の う ち 工 事 と い う 有 形 の も の に よ っ て 計 測 可 能 な 金 額 が ８ １ 百 万
円 分 に 該 当 す る と い う こ と で あ る 。 こ れ は 、 仮 に 工 事 請 負 業 者 に 経 済 的 な 信 用 力 が 全 く な
い 場 合 で あ っ て も 変 わ ら な い 。 実 際 に 工 事 請 負 業 者 が 倒 産 し た と し て も 、 受 託 者 が 信 託 財
産 で あ る 工 事 代 金 債 権 を 分 別 管 理 し て お り 、 優 先 受 益 権 の 譲 渡 を 受 け て そ の 優 先 受 益 権 の
価 額 分 の 受 益 者 と な る 投 資 家 に と っ て は 、 そ の 優 先 受 益 権 の 価 額 分 の 受 け 取 り の 保 証 が あ
り 、 元 本 割 れ の リ ス ク が 非 常 に 少 な い 。 元 本 割 れ と な る の は 、 Ｆ の 値 に よ っ て 調 整 さ れ て
い る 以 上 に 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 が 実 際 の 工 事 出 来 高 よ り 過 大 で あ る 場 合 だ け で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 次 に 、 工 事 出 来 高 に 応 じ て 優 先 受 益 権 の 価 額 を 計 算 す る 計 算 装 置 に つ い て 説 明 す る 。 本
計 算 装 置 は 、 コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 実 現 さ れ る 。 図 ２ は 、 こ の コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ の 構 成 を
示 す ブ ロ ッ ク 構 成 図 で あ る 。 コ ン ピ ュ ー タ ２ ０ に お い て は 、 適 当 な バ ス ２ １ に Ｍ Ｐ Ｕ ２ ２
が 接 続 さ れ 、 そ の Ｍ Ｐ Ｕ ２ ２ に は メ イ ン メ モ リ ２ ３ が 接 続 さ れ る 。 バ ス ２ １ に は 、 ハ ー ド
デ ィ ス ク ド ラ イ ブ な ど の 記 憶 装 置 ２ ４ も 接 続 さ れ 、 バ ス ２ １ に 接 続 さ れ た 入 出 力 イ ン タ ー
フ ェ ー ス ２ ５ に は 、 マ ウ ス ２ ６ や キ ー ボ ー ド ２ ７ と い っ た 入 力 装 置 が 接 続 さ れ る 。 バ ス ２
１ に は 、 さ ら に Ｇ Ｐ Ｕ （ Graphic Processing Unit） な ど の 描 画 ユ ニ ッ ト ２ ８ が 接 続 さ れ
、 そ の 描 画 ユ ニ ッ ト ２ ８ の 出 力 は 、 Ｃ Ｒ Ｔ （ 陰 極 線 管 ） や Ｌ Ｃ Ｄ （ 液 晶 デ ィ ス プ レ イ ） な
ど の 表 示 装 置 ２ ９ に よ っ て 視 認 可 能 な 表 示 と し て ユ ー ザ に 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 記 憶 装 置 ２ ４ に は 、 例 え ば 式 （ ３ ） に 示 し た 演 算 を Ｍ Ｐ Ｕ ２ ２ に 実 行 さ せ る た め の コ ン
ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム が 記 憶 さ れ て い る 。 こ の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム が Ｍ Ｐ Ｕ ２ ２ に ロ ー
ド さ れ る と 、 ユ ー ザ ー に 数 値 の 入 力 を 促 す 画 面 が ユ ー ザ ー に 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 図 ３ は 、 図 ２ に 示 し た コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 実 現 さ れ る 優 先 権 価 額 算 出 装 置 １ ０ の 機 能
上 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 構 成 図 で あ る 。 こ の 優 先 権 価 額 算 出 装 置 １ ０ に は 、 第 １ ～ 第 ３ 記
憶 部 １ ２ 1 ～ １ ２ 3 と 、 入 力 部 １ ４ と 、 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 １ ６ 1 、 優 先 受 益 権 価 額 演
算 部 １ ６ 2 、 比 較 判 定 部 １ ６ 3 と 、 価 額 表 示 部 １ ８ 1 と 、 表 示 装 置 １ ８ 2 と が 備 え ら れ て い る
。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 第 １ 記 憶 部 １ ２ 1 は 、 第 １ 関 数 情 報 を 記 憶 す る 。 こ の 第 １ 関 数 情 報 は 、 工 事 代 金 の 金 額
（ 工 事 請 負 契 約 額 ） Ｗ と 完 了 し て い る 工 事 出 来 高 の 査 定 結 果 に お け る 割 合 Ｒ と の 積 の 演 算
を 含 ん で 規 定 さ れ る 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 Ｗ Ｒ に よ り 工 事 代 金 に お け る 工 事 出 来 高 の 相 応
額 Ｗ 0 Ｒ 0 を 求 め る た め の 情 報 で あ る 。 な お 、 Ｗ 0 は Ｗ の 実 現 値 の デ ー タ で あ り 、 Ｒ 0 は Ｒ の
実 現 値 の デ ー タ で あ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 第 ２ 記 憶 部 １ ２ 2 は 、 第 ２ 関 数 情 報 を 記 憶 す る 。 こ の 第 ２ 関 数 情 報 は 、 工 事 出 来 高 の 相
応 額 Ｗ 0 Ｒ 0 を 含 ん で 規 定 さ れ る 優 先 受 益 権 価 額 関 数 ｆ （ ） に よ り 優 先 受 益 権 の 価 額 ｆ 0 を
求 め る た め の 情 報 で あ る 。 こ こ で 、 ｆ （ ） に は 、 ０ 以 上 １ 以 下 の 数 値 で あ る リ ス ク 調 整 掛
目 Ｆ が 、 例 え ば 式 （ ３ ） の よ う に 因 数 と し て 含 ま れ て い て 、 こ の 比 率 で 割 引 計 算 を す る こ
と が で き る 。 ま た 、 第 ２ 関 数 情 報 は 、 式 （ ３ ） の よ う に 、 前 払 金 Ａ や 違 約 金 Ｄ も 含 む 優 先
受 益 権 価 額 関 数 ｆ （ ） に よ っ て 優 先 受 益 権 の 価 額 ｆ 0 を 求 め る た め の 情 報 と す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 第 ３ 記 憶 部 １ ２ 3 は 、 優 先 受 益 権 価 額 の 上 限 デ ー タ お よ び ／ ま た は 下 限 デ ー タ を 格 納 す
る 。 こ の 上 限 デ ー タ は 、 例 え ば 、 こ の 価 格 算 出 装 置 を 使 用 す る 人 に 対 応 付 け ら れ た 限 度 額
と し た り 、 意 思 決 定 を 行 う 者 の 職 務 レ ベ ル に 応 じ て 変 更 さ れ て い る こ と が で き る 。 下 限 デ
ー タ は 、 例 え ば ０ と す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 優 先 受 益 権 の 価 額 が 所 定 の 値 （ 例 え
ば ０ ） 以 上 に な ら な い 場 合 の 表 示 を 停 止 す る よ う に 構 成 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ５ ６ 】
　 入 力 部 １ ４ は 、 例 え ば キ ー ボ ー ド な ど の 数 値 を 入 力 し う る 数 値 入 力 手 段 １ ４ 1 や 、 マ ウ
ス な ど の 数 値 を 選 択 し て 入 力 し う る 選 択 入 力 手 段 １ ４ 2 、 コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク な ど
の 電 気 通 信 回 線 と の イ ン タ ー フ ェ ー ス と な る 通 信 入 力 手 段 １ ４ 3 の い ず れ か を 含 ん で 構 成
さ れ る こ と も で き る 。 こ れ ら の 入 力 部 １ ４ は 、 価 額 を 算 出 す る 工 事 に 関 し て の 工 事 代 金 の
金 額 の デ ー タ Ｗ 0 、 査 定 の 割 合 の デ ー タ Ｒ 0 の 入 力 を 受 付 け 、 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 １ ６

1 に 送 信 す る 。 ま た 、 こ れ ら の 入 力 部 １ ４ は 、 リ ス ク 調 整 掛 目 の デ ー タ Ｆ 0 、 前 払 金 の デ ー
タ Ａ 、 違 約 金 Ｄ の 入 力 を 受 付 け 、 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 １ ６ 2 に 送 信 す る
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 １ ６ 1 は 、 工 事 代 金 の 金 額 Ｗ 0 と 工 事 の 出 来 高 の 査 定 結 果 Ｒ 0 と
を 入 力 部 １ ４ か ら 受 信 し 、 第 １ 記 憶 部 １ ２ 1 か ら 第 １ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 、 少 な く と も
工 事 代 金 の 金 額 Ｗ と 工 事 の 出 来 高 の 査 定 結 果 Ｒ と の 積 Ｗ Ｒ を 含 む 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 に
従 う 演 算 に よ っ て 工 事 出 来 高 の 相 応 額 Ｗ 0 Ｒ 0 を 算 出 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 １ ６ 2 は 、 工 事 出 来 高 の 相 応 額 Ｗ 0 Ｒ 0 を 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部
１ ６ 1 か ら 受 信 し 、 第 ２ 記 憶 部 １ ２ 2 か ら 第 ２ 関 数 情 報 を 読 み 込 ん で 、 少 な く と も 工 事 出 来
高 の 相 応 額 Ｗ 0 Ｒ 0 か ら 優 先 受 益 権 価 額 関 数 ｆ （ ） に 従 う 演 算 に よ っ て 優 先 受 益 権 の 価 額 ｆ

0 を 算 出 す る 。 こ の と き 、 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 １ ６ 2 は 、 リ ス ク 調 整 掛 目 の デ ー タ Ｆ 0 を
入 力 部 か ら 受 信 し 、 優 先 受 益 権 価 額 関 数 ｆ （ ） に 従 う 演 算 に よ っ て リ ス ク 調 整 掛 目 Ｆ 0 に
よ る 割 引 計 算 を 行 っ て 優 先 受 益 権 の 価 額 ｆ 0 を 算 出 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 比 較 判 定 部 １ ６ 3 は 、 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 １ ２ 2 か ら 優 先 受 益 権 価 額 の デ ー タ ｆ 0 を 受
信 し 、 第 ３ 記 憶 部 １ ２ 3 か ら 上 限 デ ー タ お よ び ／ ま た は 下 限 デ ー タ を 受 信 し 、 優 先 受 益 権
価 額 と 上 限 お よ び ／ ま た は 下 限 と 比 較 し 、 比 較 結 果 を 出 力 す る 。 こ の 比 較 結 果 は 、 上 限 デ
ー タ と 下 限 デ ー タ の 範 囲 内 で あ る か 、 そ の 範 囲 外 で あ る か を 示 す ｔ ｒ ｕ ｅ ／ ｆ ａ ｌ ｓ ｅ ビ
ッ ト に よ り 表 現 さ れ る 。 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 １ ２ 2 に よ り 算 出 さ れ た 優 先 受 益 権 の 価 額
を 表 示 で き る 価 額 表 示 部 １ ８ 1 も 備 え ら れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 価 額 表 示 部 １ ８ 1 は 、 比 較 判 定 部 １ ６ 3 か ら の 比 較 結 果 を 受 信 し 、 優 先 受 益 権 価 額 が 上 限
以 下 で 下 限 以 上 の 範 囲 に 含 ま れ る こ と を 比 較 結 果 が 示 す 場 合 に は 優 先 受 益 権 の 価 額 を 表 示
し 、 優 先 受 益 権 価 額 が 上 限 よ り 大 き い か ま た は 下 限 よ り 小 さ い こ と を 比 較 結 果 が 示 す 場 合
に は 、 優 先 受 益 権 価 額 が 上 限 よ り 大 き い こ と ま た は 下 限 よ り 小 さ い こ と を 示 す 表 示 を 少 な
く と も 行 う 。 優 先 受 益 権 の 価 額 が 上 限 よ り 大 き い こ と ま た は 下 限 よ り 小 さ い こ と を 示 す 表
示 は 、 例 え ば 、 価 額 が 限 度 額 を 超 え て い る こ と を 伝 え る メ ッ セ ー ジ や 、 価 額 が 負 に な る こ
と を 示 す メ ッ セ ー ジ と す る こ と が で き る 。 こ れ ら の メ ッ セ ー ジ や 、 優 先 受 益 権 の 価 額 は 、
表 示 装 置 １ ８ 2 に よ っ て ユ ー ザ ー に 提 示 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 入 力 部 １ ４ は 、 工 事 請 負 契 約 が ど の 契 約 タ イ プ に 属 す る か を 選 択 す る 入 力 を 受 け 付 け る
こ と が で き る 。 こ の 入 力 図 ３ に お い て は 、 識 別 番 号 Ｉ Ｄ C に よ っ て 表 さ れ て い て 、 第 １ 記
憶 部 １ ２ 1 や 第 ２ 記 憶 部 １ ２ 2 に お け る 関 数 情 報 の 選 択 に 用 い ら れ る 。 つ ま り 、 入 力 部 １ ４
か ら の こ の 選 択 入 力 が 識 別 番 号 Ｉ Ｄ C と し て 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 １ ６ 1 や 優 先 受 益 権 価
額 演 算 部 １ ６ 2 で 受 信 さ れ る と 、 そ の 識 別 番 号 Ｉ Ｄ C に 対 応 す る 関 数 情 報 が 選 択 さ れ て 、 工
事 出 来 高 相 応 額 演 算 部 １ ６ 1 や 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部 １ ６ 2 で 算 出 に 用 い ら れ る 関 数 の 形 式
が 変 化 す る 。 契 約 タ イ プ が 異 な っ て も そ れ に あ わ せ た 工 事 出 来 高 相 応 額 関 数 や 優 先 受 益 権
価 額 関 数 が 格 納 さ れ て い れ ば 、 種 々 の 契 約 タ イ プ に 応 じ て 適 切 に 優 先 受 益 権 の 価 額 を 算 出
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 図 ４ は 、 ユ ー ザ ー に 示 さ れ る 画 面 の 構 成 を 示 す 説 明 図 で あ る 。 ユ ー ザ ー は 、 キ ー ボ ー ド
２ ７ や マ ウ ス ２ ６ （ 図 ２ ） な ど の 入 力 装 置 を 適 宜 用 い て 、 ウ イ ン ド ウ 画 面 ３ ０ の テ キ ス ト
ボ ッ ク ス ３ ２ 1 ～ ３ ２ 5 に デ ー タ を 入 力 す る 。 例 え ば 、 工 事 契 約 額 の 欄 の テ キ ス ト ボ ッ ク ス
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３ ２ 1 に は 、 ３ ０ ０ と の 数 値 を キ ー ボ ー ド ２ ７ で 入 力 し 、 同 様 に 、 前 払 金 の 欄 の テ キ ス ト
ボ ッ ク ス ３ ２ 2 に は １ ２ ０ 、 違 約 金 の 欄 の テ キ ス ト ボ ッ ク ス ３ ２ 3 に は ３ ０ と の 数 値 を 入 力
す る 。 ま た 、 工 事 出 来 高 査 定 業 者 の 資 料 に 基 づ い て 、 工 事 出 来 高 の 欄 の テ キ ス ト ボ ッ ク ス
の テ キ ス ト ボ ッ ク ス ３ ２ 4 に は 、 ８ ０ と の 数 値 を 入 力 す る 。 そ し て 計 算 実 行 ボ タ ン ３ ４ を
マ ウ ス ２ ６ に よ り 選 択 す る こ と に よ り 、 こ れ ら の 入 力 値 が Ｍ Ｐ Ｕ ４ ４ に 送 信 さ れ て 、 コ ン
ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム に お い て 規 定 さ れ た 式 （ ３ ） の 計 算 を 実 行 す る 処 理 が 、 Ｍ Ｐ Ｕ に お い
て 実 行 さ れ る 。 こ う し て 、 優 先 受 益 権 の 価 額 Ｐ の 計 算 が 完 了 す る 。 そ し て 、 こ の 価 額 は 、
ウ イ ン ド ウ 画 面 ３ ０ の 優 先 受 益 権 価 額 表 示 欄 ３ ６ に 表 示 さ れ る 。 な お 、 契 約 タ イ プ を 指 定
す る 選 択 は 、 ウ イ ン ド ウ 画 面 ３ ０ の 最 上 段 に お い て オ プ シ ョ ン ボ タ ン ３ ８ に よ っ て 選 択 す
る こ と が で き る 。 図 で は 、 契 約 が 標 準 約 款 に 従 っ た タ イ プ で あ る こ と が 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ き 述 べ た が 、 本 発 明 は 既 述 の 実 施 の 形 態 に 限 定 さ れ る も
の で は な く 、 本 発 明 の 技 術 的 思 想 に 基 づ い て 各 種 の 変 形 、 変 更 お よ び 組 み 合 わ せ が 可 能 で
あ る 。 例 え ば 、 工 事 請 負 業 者 に 信 用 力 が あ る 場 合 に は 、 上 記 優 先 受 益 権 の 価 額 に 対 し て 金
額 を 上 乗 せ す る こ と が で き る 。 ま た 、 コ ン ピ ュ ー タ の 計 算 に お い て プ ロ グ ラ ム 中 の 関 数 に
よ っ て 計 算 す る 例 を 示 し た が 、 本 発 明 は 、 例 え ば 、 関 数 情 報 を 換 算 テ ー ブ ル の 形 で 有 し て
記 憶 部 に 格 納 さ れ て お り 、 記 憶 部 か ら そ の 換 算 テ ー ブ ル を 読 み 出 し て 優 先 受 益 権 の 価 額 を
計 算 し て も よ い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ４ 】
【 図 １ 】 図 １ は 本 発 明 の 信 託 方 法 の 実 施 形 態 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 本 発 明 の 優 先 受 益 権 価 額 計 算 装 置 が 実 現 さ れ る コ ン ピ ュ ー タ の 実 施 形 態 の
構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 構 成 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ は 本 発 明 の 優 先 受 益 権 価 額 計 算 装 置 の 機 能 手 段 の 相 互 の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク
構 成 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ４ は 本 発 明 の 優 先 受 益 権 価 額 計 算 装 置 に お い て ユ ー ザ ー に 示 さ れ る 画 面 の 実 施
形 態 の 構 成 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ は 従 来 の 工 事 請 負 業 者 の 資 金 調 達 の 手 法 を 示 す 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 １ ０ 　 優 先 権 価 額 算 出 装 置
　 １ ２ 　 記 憶 部
　 １ ４ 　 入 力 部
　 １ ６ 1 　 工 事 出 来 高 相 応 額 演 算 部
　 １ ６ 2 　 優 先 受 益 権 価 額 演 算 部
　 １ ６ 3 　 比 較 判 定 部
　 １ ８ 1 　 価 額 表 示 部
　 ２ ０ 　 コ ン ピ ュ ー タ
　 ２ ２ 　 Ｍ Ｐ Ｕ
　 ２ ４ 　 記 憶 装 置
　 ２ ６ 　 マ ウ ス
　 ２ ７ 　 キ ー ボ ー ド
　 ２ ８ 　 描 画 ユ ニ ッ ト
　 ２ ９ 　 表 示 装 置
　 ３ ０ 　 ウ イ ン ド ウ 画 面
　 ３ ２ 　 テ キ ス ト ボ ッ ク ス
　 ３ ６ 　 優 先 受 益 権 価 額 表 示 欄

10

20

30

40

(14) JP 2007-41776 A 2007.2.15



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(15) JP 2007-41776 A 2007.2.15



フロントページの続き

(72)発明者  船木　隆一郎
            東京都千代田区大手町一丁目１番３号大手センタービル　株式会社新銀行東京内
(72)発明者  木幡　徹
            東京都千代田区大手町一丁目１番３号大手センタービル　株式会社新銀行東京内

(16) JP 2007-41776 A 2007.2.15


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

